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○本願商標「ＭＩＴＳＵＩ ＳＵＭＩＴＯＭＯ ＣＡＲＤ Ｇｏｌｄ Ｌｏａｎ」と引
用商標「ＣｉｔｉＧｏｌｄ Ｌｏａｎ」とは，外観，称呼において類似せず，取引の実
情を考慮にいれても，役務の出所に誤認を生じさせるおそれがあるとはいえないとして
本願商標と引用商標は類似するとした審決を取り消した事例。 

（関連条文）商標法４条１項１１号  

 

 原告は，上段に「ＭＩＴＳＵＩ ＳＵＭＩＴＯＭＯ ＣＡＲＤ」の欧文字と下段に「Ｇ

ｏｌｄ Ｌｏａｎ」の欧文字を横書きしてなり，「資金の貸付け」を指定役務とする商標

（本願商標）について，商標登録出願をしたが，拒絶査定を受けたので，同査定に対する

不服の審判を請求した。特許庁は，本願商標は，「ＣｉｔｉＧｏｌｄ Ｌｏａｎ」の欧文

字を横書きしてなり，「資金の貸付け」を指定役務とし，現に有効に存続している商標（引

用商標）と類似し，商標法４条１項１１号に該当するとして，上記不服審判の不成立の審

決をした。本件は，原告が，同審決の取消しを求めた事案である。 

 本判決は，「本願商標と引用商標とは，その外観，称呼において相違する。また，観念

においては，特定の観念が生じないので，対比することはできないが，観念が生じるとす

れば，その限りで相違する。さらに，本願商標及び引用商標の指定役務は，いずれも『資

金の貸付け』であるところ，一般に，その需要者，取引者である資金の借主にとっては，

資金の貸主が誰であるかは，最も重要な要素の一つであるから，契約を締結するに当たり，

相応の注意を払った上で，貸主が誰であるかを確認するものと推認されることなど，指定

役務の内容を含めた取引の実情等をも総合考慮するならば，取引者，需要者において，両

商標における役務の出所について混同を来すおそれは認められないと解すべきであって，

両商標は類似しない。」と判示し，本願商標と引用商標は類似するとした審決を取り消し

た。 


